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徳島県個人情報保護審査会答申第８７号

第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は，妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 個人情報開示請求

平成２９年２月９日，審査請求人は，徳島県個人情報保護条例（平成１４年徳島県

条例第４３号。以下「条例」という。）第１４条第１項の規定に基づき，徳島県知事

（以下「実施機関」という。）に対し，「私が県（Ｈ○．○．○）「ようこそ知事

室」にメールした経緯経過が分かる書類 監察課」に該当する保有個人情報の開示請

求（以下「本件請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定

平成２９年２月２３日，実施機関は，当該保有個人情報を取得しておらず，保有し

ていないため，条例第２０条第３項の規定により請求拒否決定（以下「本件決定」と

いう。）を行い，審査請求人に通知した。

３ 審査請求

平成２９年２月２７日，審査請求人は，本件決定を不服として，行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき，実施機関に対して審査請求を行

った。

４ 諮問

平成２９年６月２７日，実施機関は，条例第４２条の規定に基づき，徳島県個人情

報保護審査会（以下「当審査会」という。）に対して，本件審査請求について諮問

（以下「本件事案」という。）を行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

あきらかに違法であり速やかな開示を求める。

２ 審査請求の理由

県職員の倫理違反・・・「平成○年○月○日，知事の目安箱にメールしたメールが

着いてないとした」○○○と，「個人情報（保険金詐欺の個人情報公開で資料を○○

○が抜取った人権侵害行為）」を人権課の○○○と協議した件と，県職員の倫理違反

・・・知事の目安箱にメールした，「平成○年○月○日，知事の目安箱にメールした

「平成○年○月○日，○○○で，土地改良区関係者と会席し，○○○と○○○がご馳
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走に成った件」で，人事課の○○○との協議し，其のときメールした書類で協議書し

たものであり，この度も無いとする拒否決定は可笑しい。正に，「枉法行為」其のも

のです。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関から提出された弁明書及び口頭による理由説明を要約すると，本件決定の

理由については次のとおりである。

(1) 本件請求内容にある「ようこそ知事室」とは，徳島県ホームページ（以下「県ホ

ームページ」という。）上にあるコンテンツの名称「ようこそ知事室へ」であり，

「ようこそ知事室へ」の中の「県民からの提言」から，とくしま目安箱に意見等を

送信することができる。

とくしま目安箱は，県民の皆様から提言等を募り，これを県の施策や事業に積極

的に反映させていくことを目的に設置しており，所定の入力フォームにより電磁的

に送信でき，監察課が所管している。

(2) 本件請求は，審査請求人が，平成○年○月○日に「ようこそ知事室へ」の「県民

からの提言（とくしま目安箱）」に送信したメール及びその処理経過が分かる書類

について，監察課の保有する個人情報の開示を求めたものと解する。

なお，審査請求人は，とくしま目安箱の所管課が監察課であることを理解した上

で，監察課に対し請求したものである。

(3) 実施機関は，平成○年○月○日付けの「とくしま目安箱」のメール（県ホームペ

ージから電磁的に送信された内容）を確認したが，審査請求人からのメールは届い

ていなかった。

なお，実施機関は，念のため監察課のメールも確認したが，平成○年○月○日に，

審査請求人からのメールは確認できなかった。

これらのことから，監察課には，審査請求人からのメールは届いていないため，

本件請求に係る個人情報を取得していない。

(4) なお，審査請求の理由のうち職員との協議に関する記述については，平成○年○

月○日に審査請求人が来庁した際に，「審査請求人が平成○年○月○日に県議会事

務局宛てに送付したメール」の件で，人事課，男女参画・人権課，監察課県民ふれ

あい室の職員と審査請求人との間で話をしたことに関するものであり，本件請求と

は関係のない内容である。

(5) 以上により，実施機関は，本件請求に係る個人情報を保有しておらず，本件処分

を行ったものである。

第５ 審査会の判断

当審査会は，本件事案について審査した結果，次のとおり判断する。

１ 本件決定の妥当性について
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実施機関は，本件請求に係る保有個人情報を保有していないと主張しているため，

以下，実施機関が行った本件決定の妥当性について検討を行うこととする。

(1) 本件請求に係る保有個人情報について

本件請求に係る保有個人情報の内容は，「私が県（Ｈ○．○．○）「ようこそ知

事室」にメールした経緯経過が分かる書類 監察課」であり，審査請求人が，平成

○年○月○日に「ようこそ知事室へ」の「県民からの提言（とくしま目安箱）」に

送信したメール及びその処理経過が分かる書類について，監察課の保有する個人情

報の開示を求めたものと解される。

(2) 本件請求に係る保有個人情報の不存在の妥当性について

ア 実施機関の説明によると，平成○年○月○日付けの「とくしま目安箱」のメー

ル（県ホームページから電磁的に送信された内容）を確認したが，審査請求人か

らのメールは届いておらず，念のため監察課のメールも確認したが，平成○年○

月○日に，審査請求人からのメールは確認できなかったとのことである。

イ 審査請求人が，開示請求書に添付した資料によると，「ようこそ知事室へ（と

くしま目安箱）」に入力したと推測される内容を，平成○年○月○日に徳島県の

議会事務局及び評価検査課にメールで送信しているように窺えるが，県ホームペ

ージ上の「ようこそ知事室へ」の「県民からの提言（とくしま目安箱）」から電

磁的に送信した事実又は監察課にメールを送信した事実については明らかとはい

えない。

ウ 以上により，平成○年○月○日に，「ようこそ知事室へ」の「県民からの提言

（とくしま目安箱）」への審査請求人からのメールは届いていないとする実施機

関の説明は不合理とはいえず，これを覆すに足りる事情も認められないことから，

本件請求に係る個人情報を保有していないとして行った実施機関の決定は妥当で

ある。

２ 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を左右するも

のではない。

３ 付言

本件請求は，審査請求人が「ようこそ知事室へ」の「県民からの提言（とくしま目

安箱）」の所管課である監察課を特定し，保有個人情報の開示を求めたものであるこ

とから，実施機関が評価検査課の保有する個人情報を本件請求に係る保有個人情報の

対象としていないことについて，妥当性を欠くとは認められない。しかし，開示請求

書に添付された資料等により，関連性のあるメールが特定された所属以外に届いてい

ることが推測されるような場合には，対象とする所属を誤解して請求している可能性

も否定できないため，その旨を請求者に確認するなど慎重に対応することを望むもの
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である。

４ 結論

当審査会は，本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果，冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は，次のとおりである。

年 月 日 内 容

平成２９年 ６月２７日 諮 問

平成３１年 １月２４日 審 議 （第１０７回審査会）

２月２６日 実施機関からの口頭理由説明の聴取，審議
（第１０８回審査会）

３月２８日 審 議 （第１０９回審査会）
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